
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

第７回 
 

 

松江市・東出雲町 

合 併 任 意 協 議 会 
 

 

会 議 資 料 
 

 

 

 
 

日 時：平成２２年３月２８日（日）午後１時３０分 

場 所：東 出 雲 町 民 会 館 
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報告（１） 

 
合併任意協議会等経過報告及び今後想定される手続きについて  

 

 

 合併任意協議会等経過報告及び今後想定される手続きについて別紙のとおり報告する。 

 

 

平成２２年３月２８日報告 
         
            松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
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（別紙） 

                                                  

年月日 実施主体 内  容 

 
平成 21 年 
12 月 1 日 

 
 

12 月 17 日 
平成 22 年 
1 月 13 日 

 
1 月 25 日 

 
2 月 10 日 

 
2 月 23 日 

 
3 月 2日 

 
 
 

3 月 3日 
 
 

3 月 8日 
 

3 月 12 日 
 

3 月 13 日 
 

3 月 23 日 
 

3 月 25 日 
 
 

3 月 26 日 
 
 

3 月 28 日 
 

 
 
松江市・東出雲町 
 
 
松江市・東出雲町 
 
松江市・東出雲町 
 
松江市・東出雲町 
 
松江市・東出雲町 
 
松江市・東出雲町 
 
東出雲町 
 
 
 
東出雲町住民 
 
 
東出雲町住民 
 
東出雲町 
 
東出雲町 
 
東出雲町住民 
 
東出雲町 
 
 
松江市 
 
 
松江市・東出雲町 

 
 
松江市・東出雲町合併任意協議会設置 
第１回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
第２回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
第３回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
第４回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
第５回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
第６回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 
 
東出雲町長が「松江市との法定合併協議会設置の是非を問う住民投票条
例制定について」を町議会へ提出  
議員から修正動議が提出され、その修正案を賛成多数で可決 
 
東出雲町住民から合併協議会設置請求代表者証明書の交付申請書の提
出（直接請求手続き開始） 
 
請求代表者から合併協議会設置請求に係る署名簿提出（５１６人分） 
 
署名簿の審査・効力の決定、証明（有効４８６人分） 
 
署名簿の縦覧開始（３月１９日まで） 
 
請求代表者から東出雲町長へ合併協議会設置本請求 
 
東出雲町長から松江市長へ合併協議会設置協議について議会に付議す
るか否かの意見照会 
 
松江市長から東出雲町長へ合併協議会設置協議について議会へ付議す
る旨の回答 
 
第７回松江市・東出雲町合併任意協議会開催 

１ 経過報告 

合併任意協議会等経過報告及び今後想定される手続き 
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２ 今後想定される手続き 

 

総務大臣 

 
 
 
 

県知事 

 
 
 
 

任
意
協
議
会
期
間 

任意協議会設置 

法定合併協議会設置 

受 理設置届出

協 議 

合併市町村 

基本計画作成 
受 理

送付

受 理

受 理

申請

議会付議

県議会で議決 

合併(廃置分合)

決  定 

合併後の市誕生 

通知 受 理

届出

住民発議による 

法定合併協議会 
設置手続き 

合併申請（廃置分合） 

H21.12.1 

告示（官報） 

（合併の効力発生） 

両市町議会で合併を議決 

法
定
合
併
協
議
会
の
協
議
期
間 

合
併
議
決
後
の
準
備
期
間 

法定合併協議会解散 

合併調印（合併協定） 

H23 年度中 

東出雲町 松江市 

法 定 合 併 協 議 会 設 置 

松江市長 

松江市議会 

可決 否決 

松江市議会が否決した 

場合は手続き終了 

東出雲町民 

東出雲町長 

東出雲町議会 

可決 否決 

付議するかどうかの意見照会（H22.3.25） 

議会に付議する旨を回答（H22.3.26） 

町長の請求または有権者の 
1/6 の署名による請求 

付議 

H22.3.2 の定時登録時の 
有権者数（11,470 人）の 
1/50（230 人）以上の直接請求（H22.3.23） 

住民投票 
有効投票の過半数が 
賛成の場合 

付議 

- 3 -



 

 

報告（２） 

 
平成２１年度松江市・東出雲町合併任意協議会会計決算見込について 

 

 

 平成２１年度松江市・東出雲町合併任意協議会会計決算見込について別紙のとおり報告する。 

 

 

平成２２年３月２８日報告 
         
            松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
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自

至

款 項 目 節

1

1

1

1

2

1

1

1

款 項 目 節

1

1

1

1

11

12

13

14

2

1

11

12

18

19

2

1

1

12

13

（別紙）

35,280 50,720 協議会会場設営（看板等）、振込手数料

967,224 768,776

967,224 768,776

239,400 101,600 協議会会議録作成委託料（７回）

598,000 104,000 協議会（７回）、管内視察

37,275 28,725 協議会飲料等、管内視察資料作成費

3,110,000 1,886,929 1,223,071

予算現額 執行見込額 残　額 備　考

1,000 200 800

1,000 200 800

1,000 200 800

1,000 200 800

8,319,000 8,319,000 0 松江市5,959千円、東出雲町2,360千円

800

8,319,000 0

役務費

委託料

1,736,000

1,736,000

702,000

66,000

86,000

341,000

負担金補助及び交付金

事業費

事業推進費

事業推進費

事務局費

需用費

役務費

備品購入費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

事務局費

会議費

会議費

報酬

需用費

運営費

予算現額 執行見込額 残　額

8,319,000

8,320,000

0

8,319,000 0

8,319,200

【歳出】

歳入合計

平成２１年度松江市・東出雲町合併任意協議会会計決算見込

負担金

備　考

（円）

（円）【歳入】

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

負担金

負担金

負担金

8,319,000

8,319,000

8,319,000

541,000 57,269 483,731 協議会、管内視察会場使用料

1,374,000 919,705 454,295

1,374,000 919,705 454,295

589,145 741,385 -152,240 消耗品費、コピー代

39,000 31,210 7,790 郵送料、振込手数料

153,000 147,110 5,890 ホワイトボード等

592,855 0 592,855

5,210,000 4,927,965 282,035

5,210,000 4,927,965 282,035

5,210,000 4,927,965 282,035

282,035 合併だより（6回）、特別号作成委託料

2,940 2,940 0 振込手数料

平成２１年１２月　１日

平成２２年　３月３１日

平成２１年度松江市・東出雲町合併任意協議会会計の予算残額の取扱いについて

歳出合計 8,320,000 6,814,894 1,505,106

5,207,060 4,925,025

歳入－歳出（執行見込額） 1,504,306

　平成２１年度松江市・東出雲町合併任意協議会会計の予算残額については、平成２２年度会計に繰り越す。
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議案（１） 

 
平成２２年度松江市・東出雲町合併任意協議会歳入歳出予算について 

 

 

平成２２年度松江市・東出雲町合併任意協議会歳入歳出予算 

 

 平成２２年度松江市・東出雲町合併任意協議会予算を次のとおり定める。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，５８３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （歳出予算の流用） 

第２条 歳出予算の各款の経費の金額は、必要に応じて流用することができる。 

 

 

平成２２年３月２８日提出 
         
            松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -



 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 
 

歳入                         （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 負担金 １ 負担金 ７８ 

２ 繰越金 １ 繰越金 １，５０４ 

３ 諸収入 １ 諸収入 １ 

歳 入 合 計 １，５８３ 

 

 

歳出                         （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 運営費 １ 会議費 ６０ 

 ２ 事務局費 ３８２ 

２ 事業費 １ 事業推進費 ６４１ 

３ 予備費 １ 予備費 ５００ 

歳 出 合 計 １，５８３ 
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予
　
算
　
に
　
関
　
す
　
る
　
説
　
明
　
書
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64
1 

 ２
 事
業
費

64
1 

5,
21
0 

△
 4
,5
69
 

 ２
 繰
越
金

1,
50
4 

0 
1,
50
4 

本
年
度
予
算
額

前
年
度
予
算
額

（
単
位
：
千
円
）

款
比
較

本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳

歳
出

特
定
財
源

一
般
財
源

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

△
 6
,7
37
 

 ３
 諸
収
入

1 
1 

0 

歳
 入
 合
 計

1,
58
3 

△
 6
,7
37
 

8,
31
9 

△
 8
,2
41
 

款
本
年
度
予
算
額

前
年
度
予
算
額

比
較

 １
 負
担
金

78
 

8,
32
0 

0 
1,
58
3 

0 
0 

歳
 出
 合
 計

1,
58
3 

8,
32
0 

平
成
２
２
年
度
　
歳
 入
 歳
 出
 予
 算
 事
 項
 別
 明
 細
 書

１
．
総
括

歳
入

（
単
位
：
千
円
）

 ３
 予
備
費

50
0 

0 
50
0 

50
0 

44
2 

 １
 運
営
費

44
2 

3,
11
0 

△
 2
,6
68
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内
訳

項
　
計

1,
50
4 

0 
1,
50
4 

1,
50
4 

（
款
）
２
 繰
越
金
　
　
　
（
項
）
１
 繰
越
金

（
単
位
：
千
円
）

目
本
年
度

前
年
度

比
較

節
説
　
明

金
額

 １
 繰
越
金

1,
50
4 

0 
1,
50
4 
 １
 繰
越
金

1,
50
4 
繰
越
金

1,
50
4 

1 
項
　
計

1 
1 

0 0 
 １
 預
金
利
子

1 
預
金
利
息

 １
 預
金
利
子

1 
1 

（
款
）
３
 諸
収
入
　
　
　
（
項
）
１
 諸
収
入

比
較

（
単
位
：
千
円
）

目
説
　
明

金
額

1 

△
 8
,2
41
 

区
分

本
年
度

前
年
度

節

区
分

東
出
雲
町

20
 

78
 

3 

項
　
計

78
 

8,
31
9 

均
等
割
(5
0％
)
人
口
割
(5
0％
)

松
江
市

20
 

35
 

東
出
雲
町

23
 

 １
 負
担
金

78
 
松
江
市

55
 

目
本
年
度

前
年
度

比
較

２
．
歳
入

（
款
）
１
 負
担
金
　
　
　
（
項
）
１
 負
担
金

（
単
位
：
千
円
）

説
　
明

 １
 負
担
金

78
 

8,
31
9 

△
 8
,2
41
 

節

区
分

金
額
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 １
２
 役
務
費

9 

38
2 
 １
１
 需
用
費

37
3 

38
2 

38
2 

事
務
局
管
理
運
営
費

（
単
位
：
千
円
）

本
年
度
財
源
内
訳

節
説
　
明

一
般

財
源

区
分

金
額

特
定
財
源

地
方
債
そ
の
他

60
 

60
 

　
　
　
賃
借
料

 １
４
 使
用
料
及
び

54
 

３
．
歳
出

（
款
）
１
 運
営
費
　
　
　
（
項
）
１
 会
議
費

（
単
位
：
千
円
）

説
　
明

一
般

財
源

区
分

金
額

本
年
度
財
源
内
訳

節
特
定
財
源

地
方
債
そ
の
他

目

0 
0 

0 
項
　
計

38
2 
1,
37
4 
△
 9
92
 

0 
0 

（
款
）
１
 運
営
費
　
　
　
（
項
）
２
 事
務
局
費

項
　
計

60
 
1,
73
6 
△
 1
,6
76
 

 １
 会
議
費

目
本
年
度
前
年
度

比
較

国
県

0 

 １
 事
務
局
費

38
2 
1,
37
4 
△
 9
92
 

60
 

首
長
会
等
開
催
経
費

本
年
度
前
年
度

比
較

国
県

60
 
1,
73
6 
△
 1
,6
76
 

 １
１
 需
用
費

6 

（
款
）
２
 事
業
費
　
　
　
（
項
）
１
 事
業
推
進
費

（
単
位
：
千
円
）

目
本
年
度
前
年
度

比
較

本
年
度
財
源
内
訳

節
説
　
明

特
定
財
源

一
般

財
源

国
県

地
方
債
そ
の
他

64
1 

 １
 事
業
推
進
費

64
1 
5,
21
0 
△
 4
,5
69
 

 １
３
 委
託
料

64
1 
広
報
発
行
経
費

区
分

金
額

項
　
計

64
1 
5,
21
0 
△
 4
,5
69
 

0 
0 

0 
64
1 

64
1 
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0 
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0 
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計

50
0 

0 
50
0 

0 
0 
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予
備
費
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0 

区
分

金
額

 １
 予
備
費

50
0 

0 
50
0 

50
0 

一
般

財
源

国
県

地
方
債
そ
の
他

（
款
）
３
 予
備
費
　
　
　
（
項
）
１
 予
備
費

（
単
位
：
千
円
）

目
本
年
度
前
年
度

比
較

本
年
度
財
源
内
訳

節
説
　
明

特
定
財
源
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議案（２） 

 

松江市・東出雲町合併協議会規約（案）について 
 

 

松江市・東出雲町合併協議会規約（案）について、協議をしたいので別紙のとおり提出する。 

 

 

平成２２年３月２８日提出 
         
            松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
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（別紙） 
松江市・東出雲町合併協議会規約（案） 

 
（協議会の設置） 

第１条 松江市及び東出雲町（以下「両市町」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号。

以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、合併協議会を置く。 

 （協議会の名称） 

第２条 合併協議会は、松江市・東出雲町合併協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（協議会の事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 両市町の合併に関する協議 

(2) 法第６条の規定に基づく合併市町村基本計画（以下「基本計画」という。）の作成 

(3) 両市町の住民への協議経過等の情報の提供 

(4) 前３号に掲げるもののほか両市町の合併に関し必要な事項 

 （事務所） 

第４条 協議会の事務所は、松江市末次町８６番地（松江市役所内）に置く。 

 （組織） 

第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 （会長及び副会長） 

第６条 会長は、松江市長をもって充てる。 

２ 副会長は、東出雲町長及び両市町の議会の議長をもって充てる。 

（委員） 

第７条 委員は、次の者をもって充てる。 

(1) 両市町の長 

(2) 両市町の副市町長各１名 

(3) 両市町の議会の議長及び議会が推薦する議員各２名 

(4) 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者各６名以内 

２ 委員は、非常勤とする。 

 （会長及び副会長の職務） 

第８条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集請求があるときは、会長はこれを招集しなければな

らない。 

３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付議する事項とともに会長があらかじめ副会長及び委員

に通知しなければならない。 
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（会議の運営） 

第１０条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

（関係職員等の出席） 

第１１条 会長は、必要に応じて両市町の職員を会議に出席させ、説明又は助言を求めることが

できる。 

 （小委員会） 

第１２条 協議会は、その事務の一部について調査及び審議をさせるため小委員会を置くことが

できる。 

２ 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （附属機関） 

第１３条 基本計画に住民の意見を反映させるため、協議会に附属機関を置くことができる。 

２ 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、必要に応じ、会長が別に定める。 

（幹事会） 

第１４条 協議会に提案する事項について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事は、両市町の副市町長各１名をもって充てる。 

３ 幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（専門部会） 

第１５条 第３条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、協議会に専門部会を置く。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第１６条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局の職員） 

第１７条 協議会事務に従事する職員は、両市町の長が協議して定めた者をもって充てる。 

 （経 費） 

第１８条 協議会に要する経費は、両市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（監 査） 

第１９条 協議会の出納の監査は、会長が両市町の監査委員のうちから協議会の同意を得て委嘱

した２名の監査委員が行う。 

２ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 （財務に関する事項） 

第２０条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （報酬及び費用弁償） 

第２１条 第７条で規定する委員及び第１３条で規定する附属機関の委員は、報酬及び費用弁償

を受けることができる。ただし、地方公共団体の常勤の職員である者については、報酬を支給

しない。 

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びにそれらの支給方法については、会長が別に定める。 
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（協議会解散の場合の措置） 

第２２条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日を持って打ち切り、会長

であった者がこれを決算する。 

 （委 任） 

第２３条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

     

附 則 

この規約は、両市町の長が協議して定めた日から施行する。 
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